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右
の
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中
医
協
一
号
側
委
員(
代
表
大
隅
正
浩)

か
ら
の
「
三
人
以
上
の
大
部
屋
の
部
屋
代
の
差
額
は
患
者
に
負
担
さ
せ

な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。
も
し
、
差
額
徴
収
す
る
よ
う
な
場
合
は
保
険
医
療
機
関
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
」
と

の
要
望
（
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
六
日
付
）
に
対
し
て
、
厚
生
省
は
、
八
木
哲
夫
保
険
局
長
名
で
「
患
者
が
希

望
す
る
場
合
を
除
き
、
差
額
徴
収
を
な
く
す
た
め
の
客
観
的
条
件
の
整
備
を
図
る
。
さ
し
当
り
三
人
室
以
上
で
の

差
額
徴
収
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
措
置
す
る
」
と
の
回
答
を
行
い
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
九
日
付
）
、
引
き

続
き
、
都
道
府
県
知
事
あ
て
に
「
差
額
徴
収
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
三
人
室
以
上
の
病
室
に
つ
い
て
、
差
額
徴

収
が
行
わ
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
速
や
か
に
改
善
さ
せ
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
今
後

差
額
徴
収
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
指
導
に
万
全
を
期
す
こ
と
」
、
「
患
者
が
希
望
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず 

 
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
入
院
料(

室
料)

の
差
額
徴
収
に
関
す
る
対
策
は
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。 
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四 
差
額
徴
収
を
行
い
、
又
は
、
患
者
に
差
額
病
床
の
利
用
を
み
だ
り
に
慫
よ
う
し
、
若
し
く
は
差
額
病
床
割
合
が
著

し
く
高
い
等
、
差
額
負
担
な
し
で
は
入
院
出
来
な
い
保
険
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
受
診
の
機
会
が
妨
げ

ら
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
保
険
医
療
機
関
の
性
格
か
ら
当
を
得
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
保
険
医
療
機
関
の

指
定
又
は
、
更
新
に
よ
る
再
指
定
に
あ
た
つ
て
は
、
十
分
改
善
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
こ
れ
を
行
う
等
の
措
置
も

考
慮
す
る
こ
と
」
の
旨
の
文
書
を
出
し
て
い
る
（
昭
和
五
十
三
年
一
月
二
十
八
日
、
保
発
第
九
号
）
。 

こ
う
し
た
経
過
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
、
三
人
室
以
上
で
の
差
額
徴
収
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
い
か
な
る
措
置
を
講
じ
た
の
か
。 

二 

三
人
以
上
の
大
部
屋
の
部
屋
代
の
差
額
を
患
者
に
負
担
さ
せ
て
い
る
保
険
医
療
機
関
に
対
し
て
は
、
指
定
を

取
り
消
す
の
か
、
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


